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Ⅰ 決算の概要 



【１ 令和３年度 稚内市の歳入・歳出決算状況】                      

本市の一般会計における令和３年度決算は下記のとおりです。 

 

【歳 入】               【歳 出】         （単位：％） 

区     分 決算額 構成比 区     分 決算額 構成比 

自 

 

主 

 

財 

 

源 

市 税 44 億 7,066 万円 14.0 議 会 費 1 億 4,810 万円 0.5 

分担金及び負担金 1 億 7,200 万円 0.6 総 務 費 82 億 3,490 万円 26.2 

使用料及び手数料 6 億 5,992 万円 2.1 民 生 費 57 億 9,754 万円 18.4 

財 産 収 入 1 億 5,986 万円 0.5 衛 生 費 29 億 3,865 万円 9.4 

寄 附 金 27 億 4,094 万円 8.6 労 働 費 4,755 万円 0.2 

繰 入 金 24 億  339 万円 7.6 農 林 水 産 業 費 17 億 6,086 万円 5.6 

繰 越 金 2 億 9,634 万円 0.9 商 工 費 8 億 2,598 万円 2.6 

諸 収 入 19 億 1,757 万円 6.0 土 木 費 33 億 6,987 万円 10.7 

計 128億 2,068万円 40.3 消 防 費 6 億 1,122 万円 1.9 

依 

 

存 

 

財 

 

源 

地 方 譲 与 税 2 億 4,508 万円 0.8 教 育 費 22 億 8,544 万円 7.3 

利 子 割 交 付 金 308 万円 0.0 公 債 費 28 億 1,023 万円 8.9 

配 当 割 交 付 金 1,580 万円 0.0 諸 支 出 金 2 億 3,000 万円 0.7 

株式等譲渡所得割交付金 1,928 万円 0.1 職 員 費 23 億 1,620 万円 7.4 

地方消費税交付金 9 億 3,327 万円 2.9 災 害 復 旧 費 5,963 万円 0.2 

ゴルフ場利用税交付金 270 万円 0.0 

   

環 境 性 能割 交付金 1,561 万円 0.0 

国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,600 万円 0.1 

地 方 特 例 交 付 金 1 億 7,805 万円 0.6 

地 方 交 付 税 83 億 8,849 万円 26.3 

交通安全対策特別交付金 406 万円 0.0 

国 庫 支 出 金 44 億 5,771 万円 14.0 

道 支 出 金 22 億 2,967 万円 7.0 

市 債 24 億 4,064 万円 7.7 

法人事業税交付金 6,968 万円 0.2 

計 190億 1,912万円 59.7 

合     計 318億 3,980万円 100.0 合     計 314億 3,617万円 100.0 

 

    歳入歳出差引 4 億  363 万円  
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【２ 一般会計決算の推移】 

（単位：千円） 

年度 歳入決算額 歳出決算額 
決算収支 

① 

基金の積立 

② 

基金の取崩 

③ 

実質的な決算 

①＋②－③ 

H18 22,763,548 22,621,944 130,511 495,722 385,275 240,958 

H23 25,355,067 25,081,347 221,369 249,562 657,353 ▲186,422 

H28 26,394,349 26,260,840 109,273 1,383,185 1,571,998 ▲79,540 

H29 27,455,572 27,247,808 188,226 2,032,946 1,943,402 277,770 

H30 26,931,241 26,685,479 205,812 1,296,125 1,458,442 43,495 

R１ 30,416,102 30,214,140 192,501 2,522,838 2,290,798 424,541 

R2 33,901,865 33,605,530 273,291 3,076,758 2,403,354 946,695 

R3 31,839,801 31,436,174 248,140 3,745,463 2,403,389 1,590,214 

※決算収支は、『翌年度へ繰り越すべき財源』を除く『実質収支額』を記載しています。 

※『基金の積立』及び『基金の取崩』は、市の全基金を対象としています。 

 

令和３年度の歳出決算額は約３１４億円と、前年度と比較して約２２億円減少し

ています。 

その主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策として実施した特別定額給付金

事業（約３３億円）の減少によるものです。 

 また、令和３年度においては、新庁舎建設に伴う庁舎整備基金及び普通交付税再

算定に伴う減債基金の積立額増加により、基金の残高が増加しています。 

なお、市民の皆さん１人あたりの決算規模は、以下のとおりとなります。 
 

【稚内市の一般会計決算を市民１人あたりにすると】     （単位： 円） 

年度 歳入決算額 歳出決算額 
決算収支 

① 

基金の積立 

② 

基金の取崩 

③ 

実質的な決算 

①＋②－③ 

H18 557,002 553,537 3,193 12,130 9,427 5,896 

H23 668,805 661,585 5,839 6,583 17,339 ▲4,917 

H28 749,218 753,027 3,118 39,462 44,849 ▲2,269 

H29 798,266 792,226 5,473 59,108 56,504 8,077 

H30 796,146 788,881 6,084 38,316 43,115 1,285 

R１ 915,927 909,845 5,797 75,971 68,983 12,785 

R2 1,040,030 1,030,939 8,384 94,388 73,729 29,043 

R3 998,551 985,893 7,782 117,464 75,374 49,872 

※各年度末の住民基本台帳人口で算出しています。 

※H18：40,868 人／H23：37,911 人／H28：35,051 人／H29：34,394 人／H30：33,827 人／R1：33,208 人 

R2：32,597 人／R3：31,886 人 
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【３ 歳入の推移】※以下普通会計ベースで記載しています。 

 

 歳入を自主財源と依存財源に区分した場合は、以下のグラフのとおりです。 

 自主財源とは、稚内市が自ら調達することができる収入のことで、主なものとし

ては、「市税」、「使用料及び手数料」、「繰入金」などです。 

 依存財源とは、国や都道府県から交付される「地方交付税」、「国庫、道支出金」

や「地方債」などを言います。 

 令和３年度における稚内市の歳入は、依存財源が約６０％と高い割合を占めてい

ますが、令和元年度から自主財源は増加しており、これは、まちづくり寄附金が増

加したことが主な要因です。 
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依存財源 

59.7％ 

自主財源 

40.3％ 



【（１） 市 税】 

 

 自主財源の約半分を占める市税ですが、令和３年度決算額は約４５億円で、前年

度と比較して、約２億円減額しています。 

 個人市民税については、主に漁業所得が落ち込んだため減額となり、固定資産税

については、新型コロナウイルス感染症に伴う納税猶予措置により減額しています。 
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【（２） 地方交付税】 

 

 普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を上回る額を基礎として国から

交付されます。平成２７年度以降、公債費における基準財政需要額算入額の減少な

どに伴い減少傾向にありましたが、国の補正予算等により地方交付税が２兆円増額

されたことに伴い、本市の普通交付税の額も前年度と比較し、４．６億円増加して

います。 

また、地方交付税の減少による地方の財源不足に対処するため、平成１３年度か

らは、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債の発行が認められています。 

この臨時財政対策債の発行に伴う償還金は、全額、地方交付税で財源措置されて

います。 
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メモ 

基準財政需要額は、標準的な行政サービスを行う為に必要となる費用を算出します。 

 基準財政収入額は、市税や譲与税・交付金などの一定割合（７５％）とされています。 



 

【（３） 地方債】 

 

 稚内市の令和３年度末の地方債残高は、普通会計で約２４２億円、企業会計では

約１３２億円、また特別会計では約３億円となっており、これらを合わせると、全

体では３７７億円で、前年度と比較して約２億円減少しています。 

普通会計の地方債発行額は 2０億９千万円で、前年度と比較して５億４千万円減

少しました。 

本市では、これまで地方交付税の算入対象となる地方債を優先的に発行してきた

ことから、普通会計地方債残高の４６.４％（約１１２億円）が償還時に地方交付税

で財源措置されます。 
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【４ 基金（市の貯金）】 

 

本市には、年度間の財源調整を目的とした「財政調整基金」や地域活性化のため

に実施する事業に充てるための「地域みらい創造基金」のほか、いくつかの基金が

あり、それぞれの設置目的により、積立や取崩しを行っています。 

平成５年度以降、地方交付税の減少や社会保障費の増加などに対応するため、取

崩しを行ってきたことにより、基金残高が減少しました。令和３年度は新庁舎建設

に伴う庁舎整備基金や、地域みらい創造基金、財政調整基金等の積立金を増加した

ため、基金残高は増加しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 



【５ 歳出の推移】 

 

 歳出を性質別経費（義務的経費、投資的経費、その他の経費）で区分すると以下

のグラフのとおりになります。 

義務的経費は、職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費や地方債元利償還金

等の公債費からなります。 

投資的経費は、社会資本の整備等に要した経費であり、普通建設事業費です。 

前年度と比較すると、その他経費である特別定額給付金事業（３３億円※R2 年

度限り）の減額により、歳出総額が減少しました。 
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【（１） 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）】 

 

扶助費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、低所得者世帯等に対する扶

助費の給付など、約７億円増加となっています。 

また、近年の生活保護費や医療扶助費の増加傾向、高齢化率の上昇などから、今

後も増加が予想されます。 

また、令和３年度における「義務的経費」は、歳出総額の約３２%を占めていま

す。 
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≪①  人件費≫ 

 

人件費総額は、平成１８年９月から実施した給料の独自削減（平成１９年４月か

らは地域給与導入による新給料表の適用）や 財政健全化プラン（平成１６年～平成

２２年）による退職者の一部不補充（採用は退職者数の１／２以下）による定員適

正化計画に取組み、大幅に抑制してきました。 

令和 3 年度については、定員適正化計画（第 3 期）に基づく適正管理を行った結

果、本市の職員数は若干の減少傾向となっています。 
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≪② 職員数≫ ※各年４月１日現在職員数（消防職員を除く。） 

 

令和３年４月１日における職員数は、一般行政職員と企業会計（水道・下水道・

病院職員）を合わせて６７４人となっており、 一般行政職員においては、平成１９

年４月１日（３９８人）と比較して、１０３人減少しています 。 

一般行政職員は、定員適正化計画（第 3 期）に基づき抑制を図っています。 
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【（２） 投資的経費（普通建設事業費）】 

 

 国の経済対策として大型の公共事業を実施したことにより、平成１１年度の普通

建設事業費は、約７７億円に達しましたが、その後「公債費負担適正化計画」の実

施などにより減少しています。 

 近年は、みどりスポーツパークの建設や道路・港湾の整備により増加傾向となっ

ています。 

 令和３年度については、庁舎整備事業や総合文化センター整備工事により前年度

と比較して約６億円増加しました。 

 

 
 

 



【（３） その他経費・・物件費（賃金、旅費、需用費、委託料等）】 

 

 令和３年度は、前年度と比較して物件費が約４億円減少しましたが、主な要因は、

ふるさと納税の寄付額が減少したことに伴い、返礼品等の経費である報償費や委託

料等の経費が減少しています。 
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【（４） その他経費・・特別会計・企業会計への繰出金】 

 

 一般会計から他会計への繰出金は、制度上繰出しをしなければならないものと、

財政支援として行う繰出しに分かれます。 

制度上行う繰出金は、他会計で行う事業のうち、その性質上、税などを充てるこ

とが適当であると認められる経費で、国が基準を定めています。 

対象となる経費は、企業債の元利償還金などが主なものであり、一般会計にとっ

ては義務的経費に準じるものです。 

一方、財政支援としての繰出金は、他会計の経営（収支）の状況に応じて補てん

するものです。 
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メモ 

特別会計・・・国民健康保険、公設地方卸売市場、介護保険、港湾整備、後期高齢者医療 

 企業会計・・・病院、水道、下水道 



≪① 病院事業会計への繰出金≫ 

 

市立稚内病院は、公立病院・地域センター病院として、不採算となる医療分野に

ついても、充実を図ってきましたが、全国的な医師不足の影響もあり、常勤医不在

による入院収益の減少、更には出張医派遣による費用の増加等により、医療収入だ

けでは費用を賄い切れない状況が続いています。 

 このため、病院事業への繰出金は年々増加しておりましたが、基準外繰出の見直

しなどにより繰出金が減額し、令和３年度は約１６．８億円の繰出しを行っていま

す。引き続き、より一層の経営改善に取り組む必要があります。 
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≪② 下水道事業会計への繰出金≫ 

 

稚内市の下水道は、市街地が細長いため、管渠の延長が長く、ポンプ所の設置も

多いなど、他都市に比べ、イニシャルコストが高い状況にあります。 

 これまでに実施した事業の総額は、約３１８億円ですが、このうち約６３億円が

地方債残高として残っております。 

平成１６年度から償還金平準化のための地方債、平成１８年度から国の財政措置

の変更による下水道事業債特別措置分を借り入れたことにより、繰出金が減少して

きましたが、平成２１年度以降は、元利償還の開始や、人口減による使用料収入の

減少により増加傾向となっています。令和３年度は、前年度とほぼ同額の４．９億

円の繰出しを行っています。 
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≪③ 国民健康保険事業会計への繰出金≫ 

 

国民健康保険の主たる費用である被保険者の医療給付費については、５０％を 

公費、残り５０％は国民健康保険税によって賄われることが基本となっています。 

しかし、国民健康保険事業会計は、制度上、公費の一部として一般会計が負担し

なければならない基準内繰出しのみでは歳出超過となることから、基準外の繰出金

によって収支の均衡を図っているのが現状です。 

 国民健康保険事業は、平成３０年度に都道府県単位化しましたが、新たな制度の

もとで、被保険者数の減少や医療費の増加など、収支の推移に注意しながら財政運

営を進めていかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

－ 17 － 

 



 

 

【１ 健全化判断比率】 

 

財政健全化法の施行に伴い、地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率（４

指標）を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならないこ

とになっています。 

早期健全化基準を上回ると財政健全化計画の策定が義務付けられ、国への報告義

務を負うことになります。 

 なお、この法律により算定された稚内市の令和３年度決算に基づく健全化判断比

率及び資金不足比率は、以下のとおり健全性を保っています。 

 

●稚内市における健全化判断比率の状況 

健全化判断比率 令和３年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率（フロー指標） 

・一般会計等の実質赤字の比率 

 

― 

（黒字 1.89％） 
１２．９４％ ２０．００％ 

連結実質赤字比率（フロー指標） 

・全ての会計の実質赤字比率 

 

― 

（黒字30.18％） 
１７．９４％ ３０．００％ 

実質公債費比率（フロー指標） 

・公債費及び公債費に準じた経費の 

比重を示す比率 

１0．6％ ２５．０％ ３５．０％ 

将来負担比率（ストック指標） 

・地方債残高のほか一般会計等が将来 

負担すべき実質的な負債を捉えた比率 

40.．7％ ３５０．０％  

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、各会計に赤字及び資金不足がないため該当しません。 

 

●稚内市公営企業における資金不足比率の状況 

資金不足比率 令和３年度 経営健全化基準  

水道事業会計 ― 

２０．０％  

病院事業会計 ― 

下水道事業会計 ― 

港湾整備事業特別会計 ― 

公設地方卸売市場事業特別会計 ― 

臨港用地造成事業特別会計 ― 

※資金不足比率については、上記各会計に資金不足がないため該当しません。 
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Ⅱ 健全化判断比率の概要 



【２－１ 健全化判断比率の対象範囲イメージ図】 

地方公共団体 
一部事務組合 

広域連合 

地方公社 

第三セクター等 一般会計等 
公営事業会計 

特別会計 公営企業会計 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

稚  内  市 

稚内地区 
消防事務組合 

 
北海道市町村 
備荒資金組合 

 
北海道後期高齢者 
医療広域連合 

該当なし 
一般会計 

特別会計 公営企業会計 

国民健康保険会計 

介護保険会計 

（保険事業勘定） 

（サービス事業勘定） 

後期高齢者医療会計 

 

水道会計 

病院会計 

下水道会計 

港湾整備会計 

市場会計 

 

 

【２－２ 実質赤字比率・・稚内市：該当なし】 

 

実質赤字比率は、一般会計等（稚内市は一般会計のみ）を対象とした実質赤字の

標準財政規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 
 

実質赤字比率＝  
一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模  

 

○実質赤字＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

・繰上充用額：歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額 

・支払繰延額：実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額 

・事業繰越額：実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額 

○標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、

標準税収入額等に普通交付税を加算した額 

○標準税収入額：地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定し

た収入見込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいう。 

実質赤字比率 資金不足比率 

連 結 実 質 赤 字 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

将 来 負 担 比 率 
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【３－１ 連結実質赤字比率・・稚内市：該当なし】 

 

 連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字又は資金の不足額の標準財政

規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額（イ＋ロ）－（ハ＋ニ）  

標準財政規模  

 

イ：一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じ

た会計の実質赤字の合計額 

ロ：公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 

ハ：一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 

ニ：公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

 

 

【３－２ 資金不足比率・・稚内市：該当なし】 

 

 資金不足比率は、それぞれの公営企業会計を対象とした資金不足額の事業規模に

対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

資金不足比率＝ 
資金の不足額  

事業の規模  

 

○資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の 

現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

○資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に 

充てるために起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額 

※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場

合において、資金の不足額から控除する一定の額。 

 

○事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額 

○事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 
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★稚内市の各会計における実質収支額及び資金不足（余剰）額 

 

 令和３年度稚内市の各会計（１０会計）における、実質赤字比率及び連結実質赤

字比率の対象となるべき実質収支額及び資金不足（余剰）額は下記のとおりです。 

 稚内市の場合、全ての会計において黒字及び余剰金があるため、各会計の赤字比

率及び資金不足比率は発生していません。 

 

●一般会計等                           （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 

 実質収支額 

① －②－

③ 

一般会計 31,839,801 31,436,174 155,488  248,139 

 

 

●公営企業以外の特別会計                      （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 
 

実質収支額 

①－②－③ 

国民健康保険事業特別会計 3,538,320 3,533,839 0  4,481 

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）  3,123,567 3,081,051  0  42,516 

後期高齢者医療特別会計 525,935 523,415 0  2,520 

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 17,908 17,908 0  0 

 

 

●公営企業法を適用している会計                  （単位：千円） 

会計名 

流動資産等 

① 

流動負債等 

② 

算入地方債 

③ 

解消可能 

資金不足額 

A 

資金不足 
（余剰）額 
① -②+③

+A 

水道事業会計 2,719,898 172,751 0  2,547,147 

病院事業会計 1,989,139 882,201 0  1,106,938 

下水道事業会計 42,893 157,022 0 448,454 0 

※流動資産等 ＝ 流動資産－控除財源－控除額 

※流動負債等 ＝ 流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額－PFI 建設事業費等 

 

●公営企業法を適用していない特別会計               （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 

土地収入 
見込額 
Ａ 

資金不足 
（余剰）額 
①-②+③+A 

港湾整備事業特別会計 523,370 523,169 0  201 

公設地方卸売市場事業特別会計 36,970 37,071 0  101 
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【４ 実質公債費比率・・稚内市：１０．６％】 

（令和元年度：12.2／令和２年度：9.9／令和３年度：9.9） 

 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定され、3 年間の平均値が比率となります。 

 

実質公債費比率＝  

（元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

 

○準元利償還金の内容 

① 満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の１年当たりの元金

償還金相当額 

② 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの 

③ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充

てたと認められるもの 

④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（ＰＦＩ事業による建設費の割賦払いや借入金に対

する償還補助金、利子補給に係る債務負担行為など） 

 

『実質公債費比率』は、地方債の発行が平成１８年度に『許可制』から『協議制』

へ移行したことに伴い、従来までの公債費比率や起債制限比率に代わり導入され、

平成１９年度から健全化判断比率の一つとされている財政指標です。 

この比率は、それまでの公債費の算出では、一般会計の地方債の元利償還金だけ

が対象だったものを、公営企業会計や一部事務組合への一般会計からの繰出金や債

務負担行為に基づく公債費に準じる経費を含めた自治体の実質的な債務も加え、明

確化したものです。 

 この実質公債費比率は、早期健全化団体（２５％以上）、財政再生団体（３５％以

上）の判断基準だけではなく、１８％以上となった場合には、黄信号がともった状

態となり、地方債許可団体に移行するとともに、『公債費負担適正化計画』の策定が

求められます。 

 現在、稚内市の実質公債費比率はやや高めの数値を示していますが、地方債の発

行を抑制してきたことにより、減少傾向にあります。 
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★稚内市の実質公債費比率算出の状況 

 

【令和３年度数値】                       （単位：千円） 

区     分 金 額 備   考 

元利償還金 2,810,227  

準元利償還金 

（① 満期一括償還） 
0  

準元利償還金 

（②特別会計の元利償還金に伴う繰出金） 
507,561  

準元利償還金 

（③組合等の元利償還金に伴う負担金） 
38,256  

準元利償還金 

（④債務負担行為に基づく公債費に準ずる支出） 
150,887  

Ａ 令和３年度負担額合計 3,506,931  

特定財源 278,367  

元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
2,143,911  

Ｂ 令和３年度控除財源合計 2,422,278  

Ａ－Ｂ 1,084,653 算定上の分子となるべき数値 

 

区     分 金 額 備   考 

Ｃ 標準財政規模 13,091,456  

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
2,143,911  

Ｃ－Ｄ 10,947,545 算定上の分母となるべき数値 

 

令和３年度の実質公債費比率の算出は、上記の数値より 

1,084,653 千円÷10,947,545 千円×100≒9.90773％と算出されます。 

 

 

－ 23 － 



【５ 将来負担比率・・稚内市：40．7％】 

 

 将来負担比率は、一般会計等が将来にわたり負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

将来負担比率＝  

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

 

○将来負担額の内容 

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

へ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額

のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

ト 連結実質赤字額 

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

 

○将来負担額から控除されるもの 

リ イからヘに充当することができる地方自治法第241条の基金 

ヌ 特定財源見込額 

ル 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

 

 令和３年度末における稚内市の将来負担すべき額は、325 億 3,053 万円あり、

その負担に対する特定財源及び普通交付税で措置される見込額や基金残高は、280

億 6,556 万円が見込まれることから、実質負担見込額は、44 億 6,497 万円とな

ります。 

この額に対して、標準財政規模から令和３年度に普通交付税で措置された額を差

し引いた 109 億 4,755 万円に対する割合が、『40．7％』となり、将来負担比率

が算出されます。 

 国が定めた早期健全化基準は３５０．０％となっており、現在の稚内市は、良好

な数値を維持していますが、引き続き財政健全化の取り組みを継続していきます。 
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★稚内市の将来負担比率算出の状況 

 

【令和３年度数値】                       （単位：千円） 

 区     分 金 額 備   考 

イ 地方債の現在高 25,769,349  

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額 803,300  

ハ 公営企業債等繰入見込額 3,390,406  

ニ 組合等負担等見込額 62,819  

ホ 退職手当負担見込額 2,410,948  

ヘ 設立法人の負債額等負担見込額 93,704  

ト 連結実質赤字額 0  

チ 組合等連結実質赤字額負担見込額 0  

Ａ 将来負担額合計 32,530,526 上記イからチの合計 

リ 充当可能基金 5,612,861  

ヌ 充当可能特定財源 2,813,892  

ル 基準財政需要額算入見込額 19,638,805  

Ｂ 充当可能財源合計 28,065,558 上記リからルの合計 

Ａ－Ｂ 4,464,968 算定上の分子となるべき数値 

 

 区     分 金 額 備   考 

Ｃ 標準財政規模 13,091,456  

Ｄ 
元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
2,143,911  

Ｃ－Ｄ 10,947,545 算定上の分母となるべき数値 

 

令和３年度の将来負担比率の算出は、上記の数値より 

 4,464,968 千円÷10,947,545 千円×100≒40.7％と算出されます。 
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【６ 実質公債費比率／将来負担比率の推移】 

 

 実質公債費比率は、平成２２年度まで上昇傾向にありましたが、各年度の地方債

発行額を元金償還額以下に抑制してきたことにより、実質公債費比率は減少傾向に

あります。 

 一方、将来負担比率については、地方債残高や職員数の減少等により減少傾向に

ありますが、新庁舎や稚内中学校の建設が予定されていることから、今後は若干の

上昇が見込まれます。 
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【７ 経常収支比率】 

 

経常収支比率を家計に例えると、毎月決まった支払いである住居費・食費・被服

費・ローン返済金などの費用が、毎月の給料に占める割合を示したものです。 

人件費や地方債償還金などの義務的経費や物件費の比率が高い場合は、経常収支

比率が上昇し、財政の硬直化を招き、独自施策の実施が難しくなります。 

健全な財政運営の目安は、この比率が概ね７０％～８０％の範囲となりますが、

本市では、平成１１年度以降、経常一般財源である市税や地方交付税が減少したこ

とにより、経常収支比率が上昇傾向となっています。 

 直近 5 年間では、委託料などの物件費や扶助費の増加により、９０％を上回る状

況となっています。 

 令和３年度については、前年度から２．４％減少し、８７．４％となりましたが、

普通交付税の増加や病院事業会計への繰出金が減少したことが主な要因となってお

り、引き続き、経常的な経費の抑制に努め、経常収支比率の低減を図っていきます。 
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